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宮津市公共施設再編方針書（案）の市の検討・結果及び修正案 検討項目 全体総括 

主な意見  市の検討・結果 

＜市民の意見集約・進め方＞ 

●“新しい生活様式”の視点をもって再検討のため、市民の声を十分聞いてください。 

●いったん、白紙に戻し、コロナによる事柄や教訓をくみこんで、再度、市民の意見集約すべき。 

●本再編案が市民に周知されていない。市民全体が良く理解し、考える期間が必要。 

●説明会場を増やしてほしい。 

●他市での意見聴取の期間などの例を教えてほしい。 

●個々の議論がされるまでに方針を決定するのか。 

●重要な案件であり、もっと時間をかけて住民の意見を聞くべき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜公共施設再編する背景＞ 

●過去のツケをいまに回されても困る。 

●フルセット行政からの脱却の必要理由が書いていない。 

 

 

 

 

 

 

 ＜市民の意見集約・進め方＞ 

○市の広報で 2回特集を掲載し、市民説明会及び要望に応じた個別説明を開催し、パブリックコメ

ントは 3か月を越えて募集しており、できる限り丁寧に意見集約に努めたところです。 

・市の広報 4月号（全体概要）、6月号（地域別概要、進め方） 

・市民説明会 3回、個別説明会 7回 延べ 250人 

・パブリックコメント 30件（募集期間 4/6～7/28)、他市パブコメ期間：2週間～1ヶ月 

・市民委員 4名（募集期間 4/20～7/16) 

・議会説明 2回（3月議会、9月議会（9/1と 10/6全員協議会を予定）） 

 

○公共施設マネジメントの実施時期を遅らすことは、公共施設全体の老朽化が進行していくことに

つながり、次代を担う子供たちへの負担を増やすことになるため、スケジュールに遅れることな

くしっかりと取組みます。 

＜近隣市の延床面積の削減目標と取組状況＞ 

・福知山市:5年間で△11%、10年間で△23%、30年間で△45%目標 公共施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ基本計画（H27.10） 

・舞鶴市 :10年間で△12%目標  公共施設再生実施計画（H28.2） 

・綾部市 :10年間で△25%目標  公共施設等総合管理計画（H28.2）※個別施設計画策定（R2年度中） 

・京丹後市:具体の目標値は未設定 公共施設等総合管理計画個別施設計画編（R2.3） 

 

○本方針は、公共施設再編の全体的な流れと行政サービス全体として個々の施設の最適配置を定め

るものです。個々の施設ごとには様々な事情がありますが、まずは一元的に全体の方針を定める

こととし、個々の施設の議論は今後引き続いてしっかりと説明していまいります。（追加） 

 

○今後、再編方針に基づく計画的なマネジメントを推進するため、全庁的な体制に加え、学識者・

市民等の第三者による検討会議を毎年度開催し、進捗・施設状況等を情報開示の上、検討・議論

を行い、必要に応じ方針の見直しを行ってまいります。（追加） 

 

＜公共施設再編する背景＞ 

○公共施設の適正な維持管理、計画性を持って進めてこれなかったこと、財政状況の悪化したこと

については重く受け止めています。今後はこの様なことが無いよう公共施設マネジメントを行っ

ていきます。 

○人口や税収が減少する中、一つの市の中で全ての公共施設を維持することが困難となってきてい

ます。自動車など交通機関が発達する中、交通弱者等に配慮しながら、近隣市町とも連携し、効

率の良い行政運営をするとともに宮津市の旧村単位のフルセット行政についても見直していく

必要があると考えています。（追加） 
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【再編方針書（案）】 

＜施設再編の５つの視点と検討手法＞ 

●住みたい田舎づくりをすべき 

●公共施設の再利用などで意欲のある地域への支援強化が必要である。 

 

 

 

 

＜施設再編の方針＞ 

●サウンディング調査は誰がやるのか。民間事業者への利益供与であり、大々的な市民議論が必要

ではないか。 

●利潤を生み出す、民間会社などが利用しやすい方向を提案する。 

 

 

＜施設再編の５つの視点と検討手法＞ 

○現在作成中の次期新総合計画及び次期行財政運営指針の中で、市のあり方、行財政のあり方につ

いて十分議論のうえ、反映していきます。 

 本再編方針は、総合計画及び行財政運営指針と密接に関連するため、計画期間の整合性を図るた

め、R2～R7の 6年間を改め、R2～R12の 11年間とします。（修正）。 

○廃止した公共施設の再利用を含め、地域活性化にはしっかりと取組んでまいります。（追加） 

 

＜施設再編の方針＞ 

○サウンディング調査は、全国の自治体が取り組むための仕組みが出来上がっており、京都府やコ

ンサル会社のアドバイスも得ながら取組むもので、該当する企業等が分かれば、タイミングにも

留意しながら事前に報告いたします。 

○民間事業者とは一方的に片方の利益がでない、いわゆるＷｉｎＷｉｎとなる提案相手を探してい

くことになります。 

○公共だけでなく民間の力を借りることにより、公共施設のより有効な活用ができるよう努めてま

いります。 

現行案 修正案 

Ⅱ．公共施設の再編方針書 

 

１．目的 

平成 28年３月に策定した「宮津市公共施設等総合計画」（以下「総合管理計画」という。）に基づき、必要

な行政サービスを継続し、持続可能な地域、まちづくりを進めていくため、個別具体の施設について再編方

針（集約化、休止、譲渡等）を取りまとめる。再編方針は、本市の背景を踏まえ、子どもや若者へ過大な修

繕･更新費の将来負担を残さないため、サービスの選択と集中等による公共施設の最適配置等を進めること

により、財政負担の軽減・平準化を行うもの。 

 

 

 

【公共施設マネジメントの体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．公共施設の再編方針書 

 

１．目的 

平成 28年３月に策定した「宮津市公共施設等総合計画」（以下「総合管理計画」という。）に基づき、必要な

行政サービスを継続し、持続可能な地域、まちづくりを進めていくため、個別具体の施設について再編方針（継

続使用、用途転用、集約化、休止、廃止、譲渡、貸付、除却）を取りまとめる。再編方針は、本市の背景を踏

まえ、子どもや若者へ過大な修繕･更新費の将来負担を残さないため、サービスの選択と集中等による公共施設

の最適配置等を進めることにより、財政負担の軽減・平準化を行うもの。 

個別施設の再編に当たっては、本再編方針に基づき、それそれの施設所管部局から地元や関係者に説明し合

意形成に努めながら進める。 

個別具体の施設には様々な事情があるが、まずは一元的に全体の方針を定めることが重要です。 

【公共施設マネジメントの体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・『 公共施設等総合管理計画』：市の公共施設等の総
合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針を示
す計画（平成 28 年 3月策定） 

 
・『 公共施設再編方針』：総合管理計画に基づき、効
果的な公共施設（建築物）の再編を進めるための
方針を示すもの（令和２年６月策定予定） 

 
・『 個別施設計画』：総合管理計画、再編方針を踏ま
え、個別施設（建築物）ごとの長寿命化及び計画
的な維持保全等を定める計画（令和２年度予定） 

公共施設等 

総合管理計画 

公共施設再編方針 

個別施設計画 

・『 公共施設等総合管理計画』：市の公共施設等の総
合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針を示
す計画（平成 28 年 3月策定） 

 
・『 公共施設再編方針』：総合管理計画に基づき、効
果的な公共施設（建築物）の再編を進めるための
方針を示すもの（令和２年９月策定予定） 

 
・『 個別施設計画』：総合管理計画、再編方針を踏ま
え、個別施設（建築物）ごとの長寿命化及び計画
的な維持保全等を定める計画（令和２年度予定） 

公共施設等 

総合管理計画 

公共施設再編方針 

個別施設計画 
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２．計画期間 

総合管理計画に合わせて「令和 2年度～令和 7年度」を再編方針の期間とする。ただし、長期的な視点での

検討が必要になるため策定過程では 10年先を想定しつつ「財政再建化に向けた取組」（令和元年度～令和 5年

度）に掲げた施設の再編を先行して実施する。 

 

 

Ⅲ．施設再編の５つの視点と検討手法 

１．施設再編の５つの視点 

（１）サービスの選択と集中（市民サービスの維持・確保） 

・行政以外でもサービスの提供・補完が可能なものは、休止・廃止し、市は行政で担うべきサービスに集中す

るとともに、サービス供給の適正化を図る。 

・サービスの需要に対して供給が過大な施設（利用者の少ない施設など）は、集約・統合等により適正規模の

施設で効果的なサービス供給を図る。 

 

 

（３）遊休施設及び再編に伴い不要となる施設の譲渡等 

・遊休施設及び再編に伴い不要となる施設は、まずは現状有姿のままでの有償譲渡等を進める。 

・現状有姿での有償譲渡等が馴染まない施設は、当面休止とし、緊急性が高いものから計画的に除却する。 

 

 

Ⅵ．今後の取組について 

１．推進体制 

（１）全庁的な体制 

 再編方針に基づく計画的なマネジメントを推進するため、公共施設マネジメント庁内検討会議を最上位の

組織とし、公共施設マネジメント作業部会を継続的に運営するとともに、公共施設再編方針に沿った公共施

設個別施設計画の策定に合わせた組織を適宜設置し、庁内で横断的な連携を図るための組織づくりを進め

る。また、必要に応じて個別事業の検討体制を整える。 

（２）庁内の役割分担 

① 公共施設マネジメント担当部署（企画財政部財政課） 

再編方針の推進役として、公共施設マネジメント全体の進捗管理や個別事業間の調整を担う。 

② 施設所管課 

再編方針に基づき、公共施設のあり方を見直すとともに、個別事業の実施主体となり、公共施設の維持・

改修を進める。 

③ 総合計画担当部署（企画財政部企画課） 

総合計画の実施計画やまちづくりのあり方の検討にあたり、公共施設マネジメント担当との連携を図りな

がら、将来にわたり安定した自治体経営に努める。 

④ 民間へのサウンディング担当部署（企画財政部財政課） 

民間へのサウンディングを実施し、民間活用を図る。 

 

 

２．計画期間 

今後の市のあり方及び行財政のあり方を定める次期の宮津市総合計画及び宮津市行財政運営指針との整合性

を図るため「令和 2年度～令和 12年度」を再編方針の期間とする。ただし、長期的な視点での検討が必要になる

ため策定過程では 10年先を想定しつつ「財政再建化に向けた取組」（令和元年度～令和 5年度）に掲げた施設の

再編を先行して実施する。 

 

Ⅲ．施設再編の５つの視点と検討手法 

１．施設再編の５つの視点 

（１）サービスの選択と集中（市民サービスの維持・確保） 

・行政以外でもサービスの提供・補完が可能なものは、休止・廃止し、市は行政で担うべきサービスに集中する

とともに、サービス供給の適正化を図る。 

・サービスの需要に対して供給が過大な施設（利用者の少ない施設など）は、集約・統合等により適正規模の施

設で効果的なサービス供給を図る。 

・旧村単位で公共施設を揃えるフルセット行政についても、市全体での最適配置へ見直していく必要がある。 

 

（３）遊休施設及び再編に伴い不要となる施設の譲渡等 

・遊休施設及び再編に伴い不要となる施設は、まずは現状有姿のままでの有償譲渡等を進める。 

・現状有姿での有償譲渡等が馴染まない施設は、当面休止とし、緊急性が高いものから計画的に除却する。 

・地元が地域活性化目的での再利用を希望する場合は、活用方法等について協議を進める。 

 

Ⅵ．今後の取組について 

１．推進体制 

（１）全庁的な体制 

 再編方針に基づく計画的なマネジメントを推進するため、公共施設マネジメント庁内検討会議を最上位の組

織とし、公共施設マネジメント作業部会を継続的に運営するとともに、公共施設再編方針に沿った公共施設個

別施設計画の策定に合わせた組織を適宜設置し、庁内で横断的な連携を図るための組織づくりを進める。また、

必要に応じて個別事業の検討体制を整える。 

（２）庁内の役割分担 

① 公共施設マネジメント担当部署（企画財政部財政課） 

再編方針の推進役として、公共施設マネジメント全体の進捗管理や個別事業間の調整を担う。 

② 施設所管課 

再編方針に基づき、公共施設のあり方を見直すとともに、個別事業の実施主体となり、公共施設の維持・改

修を進める。 

③ 総合計画担当部署（企画財政部企画課） 

総合計画の実施計画やまちづくりのあり方の検討にあたり、公共施設マネジメント担当との連携を図りなが

ら、将来にわたり安定した自治体経営に努める。 

④ 民間へのサウンディング担当部署（企画財政部財政課） 

民間へのサウンディングを実施し、民間活用を図る。 

 

（３）第三者検討会議による推進体制 

 再編方針に基づく計画的なマネジメントを推進するため、全庁的な体制に加え、学識者・市民等の第三者に

よる検討会議を毎年度開催し、進捗・施設状況等を情報開示の上、検討・議論を行い、必要に応じ方針の見直

しを行う。 
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宮津市公共施設再編方針書（案）の市の検討・結果及び修正案 検討項目 ①宮津会館 

主な意見  市の検討・結果 

＜令和２年度末での休止＞ 

●フェーズ１（5年以内の実施目標）だが、宮津会館だけ R2年度末の休止が明文化されている。 

●災害時には避難誘導を行うことを承知して利用している中で、なぜ R2年度末のでの休止か。 

●会館存続を望む声が多い中、あまり時間も無いため、R2年度末での休止を延ばして良いのでは。 

●改修費用 10億円以上の根拠もよく分からない中、休止を一旦保留して、市民の声を聞くべき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜庁舎の耐震安全性も低い＞ 

●耐震性の問題なら、庁舎の方が Is値も悪く優先されるべきではないか。 

 

 

 

 ＜令和２年度末での休止＞ 

○コンクリートが中性化し、構造体力に影響を与える鉄筋の腐食が進行し、危険度が増しています。

（追加） 

コンクリートの表面が打ちっぱなしで中性化深さの進行は比較的大きく、構造体力に影響

を与える鉄筋の腐食確率は約 25%で、余寿命はあと 10 年程度と予測され、その後 7 年経過

し、構造体力の低下が更に進んでおり、危険度が増しています。 

（建物の余寿命の推定結果（H25）、業者確認(R2)） 

○Is値（構造耐震指標）の最小値が 0.23で耐震安全性（0.6以上）を満たしていません。 

客席が吊天井で、空調等設備と合わせて落下の危険があります。（追加） 

Is値 0.23は 0.3未満であり、大地震（震度 6～7程度）で「倒壊または崩壊する危険性が

高い」評価され、その後 7年が経過する中、Is値の低下が更に進んでいることも懸念されま

す。 

大ホール客席の天井は、耐震仕様となっていない大きな吊天井であり、大地震で屋根の鉄

骨架構が変形した場合に落下する可能性があり、更に天井裏の空調設備も落下する可能性が

あることから、人命の安全確保に支障が生じる恐れがあります。（耐震診断（H25）結果） 

○宮津市の地震最大予測震度は、京都府の調査結果から、山田断層帯と郷村断層帯で震度 7、南海

トラフ地震で震度 5強が示されています。特に、南海トラフ地震（M8～9級の大地震）が 30年以

内に起こる確率は「70%～80％」と高いと政府の地震調査委員会から発表されています。（追加） 

・山田断層帯 最大予測震度 7、死者数 270人、負傷者数 1,320人、全壊 9,360棟、半壊･一部半壊 6,600棟 

・郷村断層帯 最大予測震度 7、死者数 230人、負傷者数 1,270人、全壊 8,690棟、半壊･一部半壊 6,550棟 

（京都府地震被害想定調査結果（2008）より） 

・南海トラフ地震 最大予測震度 5強、死者数-人、負傷者数 10人、全壊 530棟、半壊･一部半壊 未調査 

（内閣府のデータを基にした京都府被害想定（2014）より 

※南海トラフ沿いでマグニチュード（M）8～9級の大地震が 30年以内に起こる確率が」「70％～80％」に

高まった。（政府の地震調査委員会 H30.2発表） 

○過去の大規模な吊天井落下事故として、東日本大震災において、ミューザ川崎シンフォニーホー

ルや九段会館などがある。（追加） 

・ミューザ川崎シンフォニーホール（川崎市） 東日本大震災（H23.3） 震度 5強 

 H15竣工、コンサートホールの吊天井が落下、利用されておらず人的被害なし。 

・九段会館（東京都） 東日本大震災（H23.3） 震度 5強 

 S9年竣工、大ホールの吊天井が落下、専門学校の卒業式中で 2人死亡、多数負傷 

○庁舎も Is値（最小）本館 0.4、新館 0.13、別館 0.1で、いずれも大地震（震度 6～7程度）で「倒

壊または崩壊する危険性が高い」と評価となります。 

○今後の庁舎のあり方は、庁内検討チームを設置し（追加）、具体の対応方針を早期に策定する。 

○なお、災害対策本部機能は、耐震安全性を満たす防災拠点施設（宮津与謝消防組合宮津分署２階）

に設置しており安全性は確保している。 
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＜宮津会館の存続＞ 

●市内にコンサートなど鑑賞、学生の発表の場がなくなるのは寂しい（悲しい）。 

●音楽ホールの代替施設は市内になく、１年でも２年でもいいので継続してもらいたい。 

●スタインウエイピアノの様なすばらしいグランドピアノがあるホールは近隣にはない。 

●サウンディングの結果でも良いので、音楽ホール機能あるホールを市内に残してもらいたい。 

●オーケストラ、演劇など子供達に質の良い文化を提供する施設で、少子化対策にもなるのでは。 

●宮津会館は文化の象徴で、将来を担う子供達の文化性を高めることに寄与している。 

●宮津会館が廃止になったら、わざわざ舞鶴などの施設を利用しなければならない。 

●吹奏楽など学生の発表や、ウインドオーケストラなど団体の発表の場が無くなる。 

●宮津会館の廃止は、まちの魅力、まちへの愛着が無くなり、若者が戻ってこなくなる。 

●財政再建されても誇りも持てないまちになる。市民が高い文化意識を持てるよう存続を。 

●住みやすい町を目指すなら文化レベルの向上は必須で、人口減少対策として存続を検討すべき。 

 

＜耐震補強しての存続＞ 

●耐震基準は昭和 56 年に改正された、その時点で耐震改修すれば良かったのでは。 

●改修費用 10 億円以上で休止予定だが、存続の声があげれば残す選択もあるのか。 

●改修費用 10 億円以上の数字的な根拠は。 

●改修、更新費用は、詳細設計してもっと具体的な費用を示してもらいたい。 

●現施設は除却の方針だが、長寿命化の検討は行ったのか。 

●コンクリート構造物は、耐用年数 60 年としているが、実際はそれ以上の使用も可能では。 

 

＜利用状況、収支状況＞ 

●宮津会館のホール利用日数は、年間 60 日程度だが、他施設との比較が知りたい。 

●稼働状況と収益性の状況は。 

 

 

＜サウンディング調査＞ 

●コロナ禍でサウンディング調査への民間企業の意欲も心配され、いつ結果が出るかも不透明。 

●サウンディング調査は、具体的にはどのように進めていくのか。 

●島崎エリアと庁舎のサウンディングなら民間事業者の利益に供する計画であり、大々的な市民的

議論が欠かせない。 

 

 

 

 

 

●こうした危険性から、施設利用者の安全性を確保できないとの判断の下（追加）、令和２年度末

をもって宮津会館を休止します。 

休止に当たっては、文化振興が衰退することがないよう、市内学校等の音楽系行事等を対

象にした近隣市町の音楽ホール代替活用支援等などの文化活性化策を検討します。（追加） 

 

 

＜宮津会館の存続＞  

○耐震改修を含む大規模改修に 10億円以上の多額の経費が見込まれます。 

 建物の余寿命の予測から、改修しても長期間の使用は困難です。（追加） 

耐震改修の概算費用が約 3.2 億円、大規模改修の費用が約 7 億円（直接工事費のみ）    

計 10 億円以上の多額な経費が見込まれる中、構造部のコンクリート寿命が中性化の影響で

建物の余寿命が短いことから耐震化や改修しても長寿命化の効果は見込まれない。 

（耐震診断（H25）結果。建物の余寿命の推定結果（H25）、業者確認(R2)） 

○利用は年 60回程度であり、近隣の類似施設と比較して利用が少ない。 

 うち、音楽関係のイベントは 16回と少なく、その他利用は、他の市施設での代替も可能です。 

・宮津会館  大ホール 800席（R元）：利用件数 46件、利用日数 66日、利用率 21.8% 

・京都府丹後文化会館 1,000席（H29）：利用件数－件、利用日数 157日、利用率 51.1% 

・京都府中丹文化会館 1,000席（H29）：利用件数－件、利用日数 226日、利用率 75.3% 

○年間負担 1,370万円、１件の利用コストが約 30万円となり、財政負担が大きい。 

宮津会館収支決算 

管理経費：約 1,600 万円、利用料金：約 230 万円、収支不足（指定管理料）：約 1,370 万円 

１件あたりの利用コスト（税負担） 約 30万円（1,370万円/46件） 

○隣接して歴史の館文化ホールがあり、宮津会館の施設機能の多くが重複しています。宮津会館は、

市の規模に対して明らかにホール規模が過剰であるが、文化ホールに統合も困難です。 

歴史の館  文化ホール 286席（R元）：利用件数 80件、利用日数 95日、利用率 31.1% 

歴史の館文化ホールは、新耐震で適当な規模であるが、音響が悪くまた舞台袖が無いなど

音楽や舞台関係での利用には向かず、講演会利用等を除き代替施設とはならないことから、

統合は困難です。 

○宮津会館の建替えには、除却費用も含めて多額の経費が必要であり財政的に困難です。 

また、宮津会館以外にも周辺には廃止された市有施設が多くあり、島崎エリアの活性化もしてい

く必要があります。 

○サウンディング調査にあっては、対象企業や構想が分かった段階で議会等へ報告します。（追加） 

宮津会館の建替えには、解体費用も含めて約 11億円（40万円×2,751㎡）（直接工事費の

み）の多額な経費と見込まれ、財政的に困難です。 

宮津会館の機能（音楽ホール）を残す方策として、みやづ歴史の館の建物及び周辺の市有

地を活用したＰＰＰ/ＰＦＩによる民間資金・民間手法の活用を目指し、企業へのサウンデ

ィング調査（民間事業者との対話を通じ、市場性の有無や実現可能性の把握、民間事業者が

有するアイデアの収集等を行う市場調査）を実施することにより、音楽ホールの確保を図り

ます。 
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【再編方針書（案）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●以上を踏まえて、まずは、宮津会館の音楽ホール機能を残す方策として、サウンディング調査等

により民間活用等にチャレンジしていくこととし、民間活用等が不調となった場合は、近隣市町

との連携や近隣施設等での代替活用を図ることとし、宮津会館を廃止します。 

近隣施設等での代替活用は、みやづ歴史の館文化ホール（286席）と市民体育館を想定し

ている。市民体育館の代替活用に当たっては、スポットクーラーの移設、式典用の音響設備・

移動ステージ等の必要な整備を検討します。 
 

現行案 修正案 

１．再編方針 

（３）市民文化系施設 

 ＜主な再編施設の状況＞ 

○ 宮津会館 

・耐用年数 50年を越え老朽化が著しく、平成 25年度の耐震診断結果から、Is値 （構造耐震指標）※の最

小値が 0.23で耐震安全性（0.6以上）を満たしておらず、吊天井落下の危険もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・また、これらの解消を含む大規模改修に約 10億円以上の多額の経費が見込まれる。一方、その利用頻度は

年 60回程度と費用対効果は著しく低く、また、人口から施設規模も過大であることから、本市が単独で維

持することは困難であり、令和２年度末をもって宮津会館を休止する。 

・宮津会館の機能の確保に向けた方策として、「島崎エリアの民間活用による活性化計画のためのサウンデ

ィング調査※や有利な財源の確保、有識者の助言の聴取等を実施していく。 

 

１．再編方針 

（３）市民文化系施設 

 ＜主な再編施設の状況＞ 

○ 宮津会館 

・耐用年数 50年を越え老朽化が著しく、平成 25年度の耐震診断結果から、Is値 （構造耐震指標）※の最小

値が 0.23で耐震安全性（0.6以上）を満たしておらず、吊天井落下の危険もある。 

・耐震診断時の建物の余寿命の推定結果（H25）において、コンクリートの表面が打ちっぱなしで中性化深さの

進行は比較的大きく、構造体力に影響を与える鉄筋の腐食確率は約 25%で、余寿命はあと 10年程度と予測さ

れ、その後 7年経過し、構造体力の低下が更に進んでいる。 

・Is 値 0.23 は 0.3 未満であり、大地震（震度 6～7 程度）で「倒壊または崩壊する危険性が高い」と評価さ

れ、その後 7年が経過する中、Is値の低下が更に進んでいることも懸念される。 

・大ホール客席の天井は、耐震仕様となっていない大きな吊天井であり、大地震で屋根の鉄骨架構が変形した

場合に落下する可能性があり、更に天井裏の空調設備も落下する可能性があることから、人命の安全確保に

支障が生じる恐れがある。 

・宮津市の地震最大予測震度は、京都府の調査結果から、山田断層帯と郷村断層帯で震度 7、南海トラフ地震

で震度 5強が示されている。特に、「南海トラフ地震（M8～9級の大地震）が 30年以内に起こる確率は「70%

～80％」と高い」と政府の地震調査委員会から発表されている。 

・過去の大規模な吊天井落下事故として、神奈川県川崎市のミューザ川崎シンフォニーホール（H23.3 東日本

大震災 震度 5強 利用者なく人的被害なし）や東京都の九段会館（東日本大震災 震度 5強 2名死亡等）

などで大きな被害が出ている。 

・こうした危険性から、市としては、施設利用者の安全性を確保できないとの判断の下、令和２年度末をもっ

て宮津開館を休止する。 

・また、これらの解消を含む大規模改修に約 10億円以上の多額の経費が見込まれるが、改修しても建物の余寿

命の予測から長期間の使用は困難です。一方、その利用頻度は年 60 回程度と他の類似施設と比較して著し

く低く、また、人口から施設規模も過大であることから、本市が単独で維持することは困難です。 

・宮津会館の機能の確保に向けた方策として、「島崎エリアの民間活用による活性化計画のためのサウンディ

ング調査や有利な財源の確保、有識者の助言の聴取等を実施していく。 

・サウンディング調査にあっては、対象企業や構想が分かった段階で議会等へ報告する。 
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・民間活用等が不調となった場合は、近隣市町との連携や近隣施設等での代替活用を図ることとし、宮津会

館を廃止する。 

 

 

 

※Is値（構造耐震指標）：建物の強度・靭性、形状やバランス、経年劣化などの

耐震性能に関する要素を総合的に判断する指標 

＜震度 6から 7程度の地震に対する Is値の評価＞ 

・Is＜0.3   ：倒壊または崩壊する危険が高い 

・0.3≦Is＜0.6：倒壊または崩壊する危険性がある 

・0.6≦Is   ：倒壊または崩壊する危険性が低い 

 

※「島崎エリアの民間活用による活性化計画のためのサウンディング調査」 

島崎エリアの眺望など優れた環境を活かし、休止せざるを得ない宮津会館の機

能を残す方策として、みやづ歴史の館の建物及び周辺の市有地を活用した ＰＰ

Ｐ/ＰＦＩによる民間資金・民間手法の活用を目指し、企業へのサウンディング調

査（民間事業者との対話を通じ、市場性の有無や実現可能性の把握、民間事業者

が有するアイディアの収集等を行う市場調査）を実施する。 

【対象エリア等】宮津会館及びみやづ歴史の館、旧ふれあい交流館、旧労働会

館、旧図書館を含む宮津市所有地 

【条件】みやづ歴史の館の建物及び周辺の市有地を活用し、音楽ホール(一般利

用可)を含む地域活性化施設（ホテルや商業施設等を想定）を設置 

 

目標フェーズ１（概ね 5年以内の実施を目標） 

番号 施  設  名 
今後の対応方針 

方 針 内 容 

38 宮津会館 除却･廃止 

耐震安全性を満たしておらず吊天井落下の危

険性もあることから、令和２年度末をもって

休止する。人口規模に比べて過大であるた

め、音楽ホール確保を条件とした島崎エリア

の民間活用による活性化計画のためのサウン

ディング調査を行う。困難な場合は廃止す

る。 

 

 

 

※「島崎エリアの民間活用による活性化計画のためのサウンディング調査」関連の再編方針 

 

（１）地域コミュニティ施設 

目標フェーズ１（概ね 5年以内の実施を目標） 

番号 施  設  名 
今後の対応方針 

方 針 内 容 

1 
みやづ歴史の館 

（中央公民館、共有スペース） 
用途転用 

「島崎エリアの民間活用による活性化計画のた

めのサウンディング調査」において他の市有施

設との統合を検討する。民間活用が不調となっ

た場合、他の公共目的も含め活用を検討する。 

 

・民間活用等が不調となった場合は、近隣市町との連携や近隣施設等での代替活用のため必要な施設整備を図

ることとし、宮津会館を廃止する。 

・なお、休止に当たっては、文化振興が衰退することがないよう、市内学校等の音楽系行事等を対象にした近

隣市町の音楽ホール代替活用支援等などの文化活性化策を検討します。 

 

※Is値（構造耐震指標）：建物の強度・靭性、形状やバランス、経年劣化などの

耐震性能に関する要素を総合的に判断する指標 

＜震度 6から 7程度の地震に対する Is値の評価＞ 

・Is＜0.3   ：倒壊または崩壊する危険が高い 

・0.3≦Is＜0.6：倒壊または崩壊する危険性がある 

・0.6≦Is   ：倒壊または崩壊する危険性が低い 

 

※「島崎エリアの民間活用による活性化計画のためのサウンディング調査」 

島崎エリアの眺望など優れた環境を活かし、休止せざるを得ない宮津会館の

機能を残す方策として、みやづ歴史の館の建物及び周辺の市有地を活用した 

ＰＰＰ/ＰＦＩによる民間資金・民間手法の活用を目指し、企業へのサウンディ

ング調査（民間事業者との対話を通じ、市場性の有無や実現可能性の把握、民

間事業者が有するアイディアの収集等を行う市場調査）を実施する。 

【対象エリア等】宮津会館及びみやづ歴史の館、旧ふれあい交流館、旧労働会

館、旧図書館を含む宮津市所有地 

【条件】みやづ歴史の館の建物及び周辺の市有地を活用し、音楽ホール(一般利

用可)を含む地域活性化施設（ホテルや商業施設等を想定）を設置 

 

目標フェーズ１（概ね 5年以内の実施を目標） 

番号 施  設  名 
今後の対応方針 

方 針 内 容 

38 宮津会館 除却･廃止 

耐震安全性を満たしておらず吊天井落下の危

険性もあることから、施設利用者の安全性が

確保できないため、令和２年度末をもって休

止する。人口規模に比べて過大であるため、

音楽ホール確保を条件とした島崎エリアの民

間活用による活性化計画のためのサウンディ

ング調査を行う。困難な場合は廃止する。な

お、休止に当たっては、文化振興が衰退する

ことがないよう、市内学校等の音楽系行事等

を対象にした近隣市町の音楽ホール代替活用

支援等などの文化活性化策を検討します。 

 

※「島崎エリアの民間活用による活性化計画のためのサウンディング調査」関連の再編方針 

 

（１）地域コミュニティ施設 

目標フェーズ１（概ね 5年以内の実施を目標） 

番号 施  設  名 
今後の対応方針 

方 針 内 容 

1 
みやづ歴史の館 

（中央公民館、共有スペース） 
用途転用 

「島崎エリアの民間活用による活性化計画のた

めのサウンディング調査」において他の市有施

設との統合を検討する。民間活用が不調となっ

た場合、他の公共目的も含め活用を検討する。 

8



 
 

 

（３）市民文化系施設 

目標フェーズ１（概ね 5年以内の実施を目標） 

番号 施  設  名 
今後の対応方針 

方 針 内 容 

39 みやづ歴史の館（文化ホール） 
用途転用 

継続使用 

音楽ホール確保を条件とした島崎エリアの民

間活用による民間活性化計画のためのサウン

ディング調査を行う。応募があれば用途転用

し、民間活用が不調となった場合、文化ホー

ルは宮津会館の機能代替として継続使用す

る。 

40 みやづ歴史の館（歴史資料館） 
用途転用 

継続使用 

「島崎エリアの民間活用による活性化計画の

ためのサウンディング調査」の結果を踏ま

え、施設の移転・廃止も含め、今後のあり方

を検討する。 

 

（４）スポーツ施設 

目標フェーズ１（概ね 5年以内の実施を目標） 

番号 施  設  名 
今後の対応方針 

方 針 内 容 

43 市民体育館（体育館） 
継続使用 

集約化 

宮津会館廃止の場合、そのイベント等の代替機

能として音響設備・移動ステージ等の必要な整

備を行う。 

（６）産業系施設 

目標フェーズ１（概ね 5年以内の実施を目標） 

番号 施  設  名 
今後の対応方針 

方 針 内 容 

59 
シルバー人材センター事務所 

（旧ふれあい交流館） 

継続使用 

譲渡 

島崎エリアの民間活用による活性化計画のため

のサウンディング調査を行い、民間活用とする

場合は民間譲渡し、事務所機能を移転する。 

 

（９）その他公共施設 

① 庁舎関係 

・平成 25 年度の耐震診断から、本館は Is 値（構造耐震指標）の最小値が 0.40、新館は 0.13、別館は 0.10

で、いずれも耐震安全性（0.6以上）を満たしていない。また、これらの解消を含む大規模改修に約 15億

円以上の多額の経費が見込まれる。 

・仮に、大規模改修を行ったとしても、本館が昭和 37年建築で 58 年経過、新館が昭和 49 年建築で 46年経

過、別館が昭和 36 年建築で 59 年経過しており、建物本体の耐用年数 50 年から長期的な使用は困難であ

る。 

・こうした課題を踏まえ、今後の庁舎のあり方についてＰＰＰ/ＰＦＩによる民間資金・民間手法の活用など

も検討しながら、具体の対応方針を早期に策定する。 

目標フェーズ２（概ね 5年超～10年以内の実施を目標） 

番号 施  設  名 
今後の対応方針 

方 針 内 容 

109 宮津市役所（本館） 更新 

耐震安全性を満たしておらず、老朽化も著し

い。今後の庁舎のあり方についてＰＰＰ/ＰＦ

Ｉによる民間資金・民間手法の活用なども検討

しながら、具体の対応方針を早期に策定する。 

110 宮津市役所（新館） 更新 （同上） 

111 宮津市役所（別館） 更新 （同上） 

 

 

（３）市民文化系施設 

目標フェーズ１（概ね 5年以内の実施を目標） 

番号 施  設  名 
今後の対応方針 

方 針 内 容 

39 みやづ歴史の館（文化ホール） 
用途転用 

継続使用 

音楽ホール確保を条件とした島崎エリアの民

間活用による民間活性化計画のためのサウン

ディング調査を行う。応募があれば用途転用

し、民間活用が不調となった場合、文化ホー

ルは宮津会館の機能代替として継続使用す

る。 

40 みやづ歴史の館（歴史資料館） 
用途転用 

継続使用 

「島崎エリアの民間活用による活性化計画の

ためのサウンディング調査」の結果を踏ま

え、施設の移転・廃止も含め、今後のあり方

を検討する。 

 

（４）スポーツ施設 

目標フェーズ１（概ね 5年以内の実施を目標） 

番号 施  設  名 
今後の対応方針 

方 針 内 容 

43 市民体育館（体育館） 
継続使用 

集約化 

宮津会館廃止の場合、そのイベント等の代替機

能として音響設備・移動ステージ等の必要な整

備を行う。 

（６）産業系施設 

目標フェーズ１（概ね 5年以内の実施を目標） 

番号 施  設  名 
今後の対応方針 

方 針 内 容 

59 
シルバー人材センター事務所 

（旧ふれあい交流館） 

継続使用 

譲渡 

島崎エリアの民間活用による活性化計画のため

のサウンディング調査を行い、民間活用とする

場合は民間譲渡し、事務所機能を移転する。 

 

（９）その他公共施設 

① 庁舎関係 

・平成 25 年度の耐震診断から、本館は Is 値（構造耐震指標）の最小値が 0.40、新館は 0.13、別館は 0.10

で、いずれも耐震安全性（0.6以上）を満たしていない。また、これらの解消を含む大規模改修に約 15億

円以上の多額の経費が見込まれる。 

・仮に、大規模改修を行ったとしても、本館が昭和 37 年建築で 58 年経過、新館が昭和 49年建築で 46 年経

過、別館が昭和 36 年建築で 59 年経過しており、建物本体の耐用年数 50 年から長期的な使用は困難であ

る。 

・こうした課題を踏まえ、今後の庁舎のあり方についてＰＰＰ/ＰＦＩによる民間資金・民間手法の活用など

庁内検討チームを設置し、具体の対応方針を早期に策定する。 

目標フェーズ２（概ね 5年超～10年以内の実施を目標） 

番号 施  設  名 
今後の対応方針 

方 針 内 容 

109 宮津市役所（本館） 更新 

耐震安全性を満たしておらず、老朽化も著し

い。今後の庁舎のあり方についてＰＰＰ/ＰＦ

Ｉによる民間資金・民間手法の活用など庁内検

討チームを設置し、具体の対応方針を早期に策

定する。 

110 宮津市役所（新館） 更新 （同上） 

111 宮津市役所（別館） 更新 （同上） 
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⑧ 遊休施設 

目標フェーズ１（概ね 5年以内の実施を目標） 

番号 施  設  名 
今後の対応方針 

方 針 内 容 

200 旧労働会館 除却 

R1.10 末で施設閉鎖。跡地活用は、建物の除却

費は市が負担する前提で、島崎エリアの民間活

用による活性化計画のためのサウンディング

調査を行う。 

201  旧宮津市立図書館 除却 

H29.11末の図書館移転に伴い施設閉鎖。跡地活

用は、建物の除却費は市が負担する前提で、島

崎エリアの民間活用による活性化計画のため

のサウンディング調査を行う。 

 

 

 

⑧ 遊休施設 

目標フェーズ１（概ね 5年以内の実施を目標） 

番号 施  設  名 
今後の対応方針 

方 針 内 容 

200 旧労働会館 除却 

R1.10 末で施設閉鎖。跡地活用は、建物の除却

費は市が負担する前提で、島崎エリアの民間活

用による活性化計画のためのサウンディング

調査を行う。 

201  旧宮津市立図書館 除却 

H29.11末の図書館移転に伴い施設閉鎖。跡地活

用は、建物の除却費は市が負担する前提で、島

崎エリアの民間活用による活性化計画のため

のサウンディング調査を行う。 
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宮津市公共施設再編方針書（案）の市の検討・結果及び修正案 検討項目 ②保育所（上宮津・日置） 

主な意見  市の検討・結果 

＜上宮津保育所の存続＞ 

●上宮津保育所は移住で子供も増えつつあるのに何故廃止するのか。 

●子どもがはじめて家庭から出て地域への愛着を育む場であり、過疎対策上重要。 

●子供が持続して学び育つ場として、現在の少人数・小規模の保育を維持すべき。 

●小規模保育は一人ひとりの子どもに寄り添えるというメリットもある。 

●コロナを機に少人数学級が見直されている。障害のある子にとってもそうした環境は重要。 

●保育所を閉鎖するのではなく、保育地域割りの再編や定員見直し、より預けやすい保育体制の工

夫等により、豊かな保育に取り組むことを考えるべき。 

●地域に０歳児保育がないので仕方なく他地域の保育所に行く事例もあり、もっと利用しやすい施

設運営をしてもらいたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜移住・定住促進への悪影響＞ 

●先日の説明会でも保育所廃止を望む住民は居なかった。説明に終わらず住民の声を聞いてほし

い。 

●上宮津地区では平成 28年度から現在まで、13所帯 38名（うちこども 16名）が移住しおり、地

域が進める移住・定住促進にとって上宮津保育所は不可欠な施設。 

●市が保育サービスから手を引くような姿勢で今後 UIターンを促進できるのか。 

 

＜廃所時期の見直し＞ 

●令和３年度の上宮津保育所入所募集停止は行わないで頂きたい。 

●上宮津地域の意向（上宮津保育所の存続（民間による経営も選択肢とて含む））を前提とし、再

編方針（案）の対応方針にある概ね 5年以内で地域と共同して検討を行っていただきたい、 

●現時点での上宮津地域の認識は、行政の廃所説明に納得していない。行政との十分な意見交換が

出来ていない。地域内で子育て所帯との意見交換が出来ていいない。 

 

 

 ＜上宮津保育所の存続＞ 

○市内全体の 3歳～5歳児 （H30）313人→（R6見込み）231人（△26％）と減少する見込みであ

り、減少を織り込んだ形で、市全体の保育サービスを検討する必要があります。 

○そうした中で、H14年から順次、宮津、吉津、府中の公立保育所を民間へ移行するなどにより、

民間保育サービス量が充足しており、第 2期子ども・子育て支援事業計画（R2.3）において公立

保育所の統廃合などを検討することとしています。 

 公立保育所を民間へ移行。（H14亀ヶ丘保育園、H20吉津子ども園、H24府中子ども園） 

 

○上宮津保育所等は、入所児童数が 10 名と少なく、また、市全体の児童数が減少する中、近隣地

域の民間保育園でも受入可能であり、市全体の保育サービスの維持や最適化を図る観点が必要で

す。 

・上宮津保育所の入所児童数 (H26)13人 (H27)12人 (H28)17人 (H29)13人 (H30)10人 

・市全体の入所児童数 (H26)334人 (H27)324人 (H28)332人 (H29)327人 (H30)324人 

・上宮津地区の 0歳～5歳児 （H元）165人→（R2）24人（△85％） 

・市全体の 0歳～5歳児 （H元）1,636人→（R2）553人（△66％） 

・近隣の保育園等（ ）内は昨年度 

 亀ヶ丘 52人（52人）、たんぽぽ 64人（57人）、みずほ 63人（65人）、 

キッズスクール 19人（19人）、吉津子ども園分園 23人（14人） 
 

○保育所運営には人件費等に多額の経費が必要であり、財政健全化の中で統合が必要です。 

・運営経費（R2予算） 約 3,000万円（人件費 約 2,800万円、維持管理経費 約 200万円） 

 

＜移住・定住促進への悪影響＞ 

○地域の移住・定住促進については、市の懸案事項としてしっかりと取組んでいくこととしており、

地域と相談しながら進めてまいります。 

○児童数が減少する中、保育サービスの確保と、第 2期子ども・子育て支援事業計画（R2.3）に基

づき実施するもので、地域の移住・定住促進については、別途、現在作成中の次期総合計画の中

で、十分議論のうえ、反映していきます。 
 

＜廃所時期の見直し＞ 

○廃所に当たっては、再編方針決定後も地元・関係者にしっかりと説明してまいります。 

 

●市全体の保育サービスの維持や最適化を図る観点、また財政上の観点から上宮津保育所を廃止し

ます。 

 令和３年度の募集停止については、引き続き地元協議を行い、募集開始期限の 10 月末ま

でに判断することとします。（追加） 

 移住・定住促進については、しっかりと取組んでいくこととします。 
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【再編方針書（案）】 

 

 

＜日置保育所のフェーズ２への記載＞ 

●日置・世屋地区の子どもは増加している中、フェース２であっても廃止検討との方針は根拠が無

く、現状維持の方針としてもらいたい。 

●保育所の廃止は、せっかく増えている地域の若者の移住・定住促進の妨げになることが懸念され

る。 

 

 

＜日置保育所のフェーズ２への記載＞ 

○市内全体の 3歳～5歳児 （H30）313人→（R6見込み）231人（△26％）と減少する見込みであ

り、減少を織り込んだ形で、市全体の保育サービスを検討する必要がある。 

 

○現在の日置保育所の入所児童数は、定員割れが続くものの一定数の児童数があり、今後の入所児

童数の推移により、５年後のフェーズ２での統廃合を検討します。 

・日置保育所の入所児童数 (H26)15人 (H27)13人 (H28)13人 (H29)13人 (H30)13人 

 

○地域の移住・定住促進については、市の懸案事項としてりしっかりと取組んでいくこととしてお

り、地域と相談しながら進めてまいります。 

 

●市内全体の 3歳～5歳児の人口は減少する見込みであることを踏まえ、フェーズ２において、今

後の入所児童数の推移により（追加）、市全体の保育サービスの維持や最適化を図る観点、また

財政上の観点から日置保育所の統廃合を検討します。 

 移住・定住促進については、次期総合計画の中で、十分議論のうえ、反映していきます。 
 

現行案 修正案 

（２）学校教育施設及び子育て支援施設 

 ＜主な再編施設の状況＞ 

○ 保育所 

・少子化等により全体の児童数が減少し、公立・私立ともに入所児童数が減少していることから、市内の保

育サービスの維持を図りながら公立保育所の統廃合を検討する。施設の譲渡等又は用途転用の方向で見直

す。 

目標フェーズ１（概ね 5年以内の実施を目標） 

番号 施  設  名 
今後の対応方針 

方 針 内 容 

25 上宮津保育所 譲渡･除却 

入所児童数が減少しており、今後の保育サー

ビスの維持を図りながら統廃合を検討する。

施設は譲渡等の方向で見直す。 

 

 

目標フェーズ２（概ね 5年超～10年以内の実施を目標） 

番号 施  設  名 
今後の対応方針 

方 針 内 容 

26 日置保育所 
譲渡 

用途転用 

入所児童数が減少しており、今後の保育サー

ビスの維持を図りながら統廃合を検討する。

施設は譲渡等又は用途転用の方向で見直す。 

27 養老保育所 
譲渡 

用途転用 

入所児童数が減少しており、今後の保育サー

ビスの維持を図りながら統廃合を検討する。

施設は譲渡等又は用途転用の方向で見直す。 
 

（２）学校教育施設及び子育て支援施設 

 ＜主な再編施設の状況＞ 

○ 保育所 

・少子化等により全体の児童数が減少し、公立・私立ともに入所児童数が減少していることから、市内の保

育サービスの維持を図りながら公立保育所の統廃合を検討する。施設の譲渡等又は用途転用の方向で見直

す。 

目標フェーズ１（概ね 5年以内の実施を目標） 

番号 施  設  名 
今後の対応方針 

方 針 内 容 

25 上宮津保育所 譲渡･除却 

入所児童数が減少しており、今後の保育サー

ビスの維持を図りながら統廃合を検討する。

施設は譲渡等の方向で見直す。令和３年度の

募集停止については、引き続き地元協議を行

い、募集開始期限の 10月末までに判断する。 

 

目標フェーズ２（概ね 5年超～10年以内の実施を目標） 

番号 施  設  名 
今後の対応方針 

方 針 内 容 

26 日置保育所 
譲渡 

用途転用 

入所児童数の推移により、今後の保育サービ

スの維持を図りながら統廃合を検討する。施

設は譲渡等又は用途転用の方向で見直す。 

27 養老保育所 
譲渡 

用途転用 

入所児童数の推移により、今後の保育サービ

スの維持を図りながら統廃合を検討する。施

設は譲渡等又は用途転用の方向で見直す。 
 

18



 
 

 

 

 

【再編方針書（案）】 

宮津市公共施設再編方針書（案）の市の検討・結果及び修正案 検討項目 ③日置診療所 

主な意見  市の検討・結果 

＜地区の健康・命に係る施設で廃止反対＞ 

●どんな地域に暮らす住民も安心できるよう医療を充実すべきであり、診療所廃止には反対。 

●コロナ禍で日本の医療体制の脆弱性が明らかとなったが、効率のみに目を向けず診療所を存続す

べき。 

●車に乗れない高齢者の多い日置地区において住民の命と健康を守る重要な施設であり、切実に存

続を望む。 

●日置地域のような過疎地域の医療事情を鑑みれば、診療所廃止は地域の衰退に繋がりかねない。 

●へき地の地域医療を確保し、住民の安心安全を守ることは行政が責任をもって担うべき分野であ

り、施設の老朽化、財政難、医師の意向を理由に廃止すべきでない。 

●地域医療の存続を診療所を経営する医師個人に頼る状態を市は長年看過していた。他市町では他

の病院から医師を呼んでいる例もある。行政としてしっかり取り組んでほしい。 

 

＜地域医療のあり方＞ 

●橋北地域全体の地域医療のビジョンが市から示されていない中での廃止は受け入れられない。 

●日置診療所が廃止となった場合の受け皿である府中診療所は、駐車場、待合室が狭いなどの課題

があり、交通手段の確保対策も必要。 

 

＜日置・世屋地区自治連の要望＞ 

●診療所を存続させるとともに、区民の命と健康を守る医療体制を整備してください。 

●多くの区民が通院し治療を受けており、区民にとって必要不可欠な施設である。 

●とりわけ当地のような過疎地の医療事情を鑑みれば診療所などの医療機関を廃止することは、地

域の衰退を招きかねない。 

●将来、子どもや若者が安心して住める地域づくりを進めていく上でも、絶対存続させるべき。 

●コロナ禍で医療体制の一層の整備・充実が求められている。 

 ＜地区の健康・命に係る施設で廃止反対＞ 

○日置診療所は、民営の府中診療所の医師に、市有建物を使用貸借契約した上で、診療体制上非効

率な２か所診療の負担をかけています。 

・旧耐震基準の S44建築の木造建物で、50年以上経過しており老朽化が著しい。 

・府中診療所の医師と市有施設の使用貸借契約 

・へき地及び複数個所での診療所運営の困難性を考慮し、医師へ運営支援 

○施設の老朽化が著しく大規模改修又は建替えには多額な経費が必要であり財政的に困難です。 

・旧耐震基準の S44建築の木造建物で、50年以上経過しており老朽化が著しい。 

・大規模改修 3,280万円（20万円×164㎡）、建替え 5,904万円（36万円×164㎡） 

 ※直接工事費のみ 

○宮津市の旧村単位のフルセット行政についても見直していく必要があります。 

○現在作成中の次期総合計画の中で、地域活性化について十分議論のうえ、反映していきます。 

 

＜地域医療のあり方＞ 

○府中診療所、養老診療所を含め橋北地域の医療のあり方を検討するため、府、市、専門家等によ

る検討会議を設置し検討していきます。 

 

 

●上記を踏まえて、施設の老朽化が著しいため、廃止の方向で検討します。 

●なお、橋北地域の医療のあり方について別途検討します。（追加） 

・廃止の時期は、橋北地域の医療のあり方の検討を踏まえて判断します。 

 
 

現行案 修正案 

（８）保健・福祉系施設 

目標フェーズ１（概ね 5年以内の実施を目標） 

番号 施  設  名 
方 針 

方 針 内 容 

106 日置診療所 譲渡･除却 
施設の老朽化が著しいため、廃止の方向で検

討する。 

 

※府中診療所、養老診療所については現状のまま維持する施設であるため対応方針の記載なし 

（８）保健・福祉系施設 

目標フェーズ１（概ね 5年以内の実施を目標） 

番号 施  設  名 
方 針 

方 針 内 容 

106 日置診療所 譲渡･除却 

施設の老朽化が著しいため、廃止の方向で検討

する。なお、橋北地域の医療のあり方について

は別途検討する。 

 

※府中診療所、養老診療所については現状のまま維持する施設であるため対応方針の記載なし 
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宮津市公共施設再編方針書（案）の市の検討・結果及び修正案 検討項目 ④児童遊園 

主な意見  市の検討・結果 

 

＜存続希望＞ 

●児童遊園の再編にあたっては、子供が歩いていけることを考えたのか。 

●島崎、桜山、波止場児童遊園の遊具が撤去され、子供の遊ぶ場所が無くなった。利用状況を確認

の上、方針を決めてほしい。 

●亀ヶ丘児童遊園は子供たちが集団でよく遊んでおり、宮津祭りや和火の会場としても重要。 

  

＜少子化による利用者の減少＞ 

○少子化に伴い、保育所、幼稚園、小学校の児童生徒数が、30年前の約 4割に減少していることか

ら、児童遊園の利用者も相対的に減少しています。 

＜保育所、幼稚園、小学校の児童生徒数＞ 

区 分 H 元（30 年前） H10（20年前） H20（10年前） H30 

保育所 418人 322人 327人 324人 

幼稚園 324人 231人 109人 58 人 

小学校 1,992 人 1,460 人 1,046 人 746人 

合 計 2,734 人 2,013 人 1,482 人 1,128 人 

減少数  △721 人 △531 人 △354 人 

減少率  △26％ △26％ △24％ 
 

 

＜児童遊園が遠くなる＞ 

○未就学の子どもは保護者同伴での利用が多いことを踏まえて、距離は遠くなるが利用可能なエリ

ア単位で集約する児童遊園を定めました。 

・市内に児童遊園は 23 施設がある中で、老朽化する遊具の更新が財政的に厳しい状況にあ

る。 

・地区ごとに集約して残す施設には、子育ての地域の拠点となるよう定期的な遊具の更新に

努めます。 

・屋内の遊び場として、福祉・教育総合プラザに「にっこりあ」（H29.11）を整備しました。 

・島崎公園は、芝生広場での遊び場としており、遊具設置の予定は無いため集約する施設か

ら削除します。（修正） 

 

＜遊具の撤去・廃止＞ 

○集約する施設以外の児童遊園は、老朽化した遊具を随時撤去しながら廃止を検討します。 

 

＜廃止後の跡地活用＞ 

○跡地活用は公民連携等で有効活用に努めます。 

・公民連携など有効な利活用に努めます。それまでの間は、老朽化した遊具を撤去した上で、

現状での地元活用を検討します。（追加） 

・なお、借地については、土地所有者と返還に向けた協議を進めます。（追加） 

 

●上記を踏まえ、跡地活用の記載を加えます。 
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【再編方針書（案）】 

現行案 市の検討・結果 

（10）児童遊園 

・児童遊園について、公共建築物に準じて次のように再編方針を定める。 

・少子化に伴い施設利用者が減少していることを踏まえ、次のとおり施設の集約を進める。集約する施設に

は、子育ての地域の拠点となるよう定期的な遊具の更新等を行う。 

・集約化する施設以外の児童遊園は老朽化した遊具を随時撤去しながら廃止を検討し、遊具の除却や民間へ

の有償譲渡に努める。有償譲渡までの間、地元活用を検討する。 

 

 

 

＜地区別の再編方針＞ 

地区 再編方針 

宮津地区 八幡児童遊園※、島崎公園、滝上児童公園に集約 

上宮津地区 旧上宮津小学校の一部に集約 

栗田地区 小寺公民館、小田宿野公民館、矢原児童遊園※、獅子児童遊園※へ集約 

由良地区 旧由良小学校の一部に機能集約 

吉津地区 須津公園へ集約 

府中地区 府中公園及び府中ふれあい広場※に集約 

日置地区 日置地区内の公共用地に機能集約 

養老地区 旧養老中学校の一部に機能集約 

※･･･八幡児童遊園、矢原児童遊園、獅子児童遊園、府中ふれあい広場は、現状のまま維持する施設であるため、以下の対応方針は記載しな

い。 

 

目標フェーズ１（概ね 5年以内の実施を目標） 

番号 施  設  名 
今後の対応方針 

方 針 内 容 

1 浜公園 除却・譲渡等 他の施設に集約 

2 亀ヶ丘児童遊園 除却・譲渡等 （同上） 

3 京街道児童遊園 除却・譲渡等 （同上） 

4 波路町児童遊園 除却・譲渡等 （同上） 

5 波路児童遊園 除却・譲渡等 （同上） 

6 問屋町児童遊園 除却・譲渡等 （同上） 

7 旭が丘児童遊園 除却・譲渡等 （同上） 

8 第２旭が丘児童遊園 除却・譲渡等 （同上） 

9 鳥が尾第１児童遊園 除却・譲渡等 （同上） 

10 天神児童遊園 除却・譲渡等 （同上） 

11 新宮児童遊園 除却・譲渡等 （同上） 

12 夕ヶ丘児童遊園 除却・譲渡等 （同上） 

13 岩ヶ鼻児童遊園 除却・譲渡等 （同上） 

 

（10）児童遊園 

・児童遊園について、公共建築物に準じて次のように再編方針を定める。 

・少子化に伴い施設利用者が減少していることを踏まえ、次のとおり施設の集約を進める。集約する施設に

は、子育ての地域の拠点となるよう定期的な遊具の更新等を行う。 

・集約化する施設以外の児童遊園は、老朽化した遊具を随時撤去しながら廃止を検討する。 

・廃止後の跡地活用については、公民連携など有効な利活用に努める。それまでの間は、老朽化した遊具を撤

去した上で、現状での地元活用を検討する。 

・なお、借地については、土地所有者と返還に向けた協議を進める。 

 

＜地区別の再編方針＞ 

地区 再編方針 

宮津地区 八幡児童遊園※、滝上児童公園に集約 

上宮津地区 旧上宮津小学校の一部に集約 

栗田地区 小寺公民館、小田宿野公民館、矢原児童遊園※、獅子児童遊園※へ集約 

由良地区 旧由良小学校の一部に機能集約 

吉津地区 須津公園へ集約 

府中地区 府中公園及び府中ふれあい広場※に集約 

日置地区 日置地区内の公共用地に機能集約 

養老地区 旧養老中学校の一部に機能集約 

※･･･八幡児童遊園、矢原児童遊園、獅子児童遊園、府中ふれあい広場は、現状のまま維持する施設であるため、以下の対応方針は記載しない。 

 

目標フェーズ１（概ね 5年以内の実施を目標） 

番号 施  設  名 
今後の対応方針 

方 針 内 容 

1 浜公園 除却・譲渡等 

他の施設に集約。公民連携など有効な利活

用に努める。それまでの間は、老朽化した

遊具を撤去した上で、現状での地元活用を

検討する。 

2 亀ヶ丘児童遊園 除却・譲渡等 

3 京街道児童遊園 除却・譲渡等 

4 波路町児童遊園 除却・譲渡等 

5 波路児童遊園 除却・譲渡等 

6 問屋町児童遊園 除却・譲渡等 

7 旭が丘児童遊園 除却・譲渡等 

8 第２旭が丘児童遊園 除却・譲渡等 

9 鳥が尾第１児童遊園 除却・譲渡等 

10 天神児童遊園 除却・譲渡等 

11 新宮児童遊園 除却・譲渡等 

12 夕ヶ丘児童遊園 除却・譲渡等 

13 岩ヶ鼻児童遊園 除却・譲渡等 
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目標フェーズ２（概ね 5年超～10年以内の実施を目標） 

番号 施  設  名 
今後の対応方針 

方 針 内 容 

14 漁師町(消防車庫横)   ※借地 除却 他の施設に集約 

15 百合が丘児童遊園    ※借地 除却 （同上） 

16 中津児童遊園      ※借地 除却 （同上） 

17 鏡ヶ浦児童遊園     ※借地 除却 （同上） 

18 港児童遊園       ※借地 除却 （同上） 

19 日置浜児童遊園     ※借地 除却 （同上） 

 

 

 

 

 

 

 

目標フェーズ２（概ね 5年超～10年以内の実施を目標） 

番号 施  設  名 
今後の対応方針 

方 針 内 容 

14 漁師町(消防車庫横)   ※借地 除却 

他の施設に集約。借地のため土地所有者と

返還に向けた協議を進める。 

15 百合が丘児童遊園    ※借地 除却 

16 中津児童遊園      ※借地 除却 

17 鏡ヶ浦児童遊園     ※借地 除却 

18 港児童遊園       ※借地 除却 

19 日置浜児童遊園     ※借地 除却 
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宮津市公共施設再編方針書（案）の市の検討・結果及び修正案 検討項目 ⑤安寿の里もみじ公園 

主な意見  市の検討・結果 

 

＜散乱ゴミ、屋外排泄の問題＞ 

●休止中とはいえ、駐車台数もあり、ゴミが散乱していることもあって清掃が必要である。 

●閉鎖されているが、駐車場や自動販売機が利用でき、ゴミだけが散乱している状況である。閉鎖

するなら、駐車場に入れないようバリケードなどを施すべきではないか。 

 

 

 

＜他の公衆便所に比べて利用は多い＞ 

●公衆便所は、以前は大型観光バスが立ち寄ったり、常時車が 2～3台（多いときは 5～6台）駐車

していて、かなりの利用者があった。 

●現状維持の 4ヶ所と比較して、便所の利用者が多かったにも関わらず廃止とは納得できません。

7月 18日の説明会では近くにローソンにあるから言われた。 

 

 

 

 

 

 

 

＜地域活性化＞ 

●由良川、鉄橋を望めるロケーションの良い場所・施設をしっかりと認識してほしい。 

●由良地区はみかん、オリーブなど観光面に優れている。地域と連携することも検討されたい。 

●地域としては、国道沿いに小さくても道の駅が整備されたら良いと考え、公園利用と一体的に、

観光客を迎えられるようにしたい。 

●訪れてくださる人々に、休息の場として気持ちよく過ごしていただため存続してほしい。 

●地域住民で出来ることはやりたいが、高齢化が進み限界がある。市の方でも、こうした実情を踏

まえ、一定の方針を出してほしい。 

●個人で浄化槽を設置、幼稚園も小学校も無くなり、トイレまで除却されるのは由良のイメージダ

ウンになる。 

 

 

  

＜散乱ゴミ、屋外排泄の問題＞ 

〇財政健全化に向けた取組みとして、便所を閉鎖（H31.4）したが、駐車場を開放し自動販売機も

稼動している中、便所棟を存置していることで、ドライバーの休憩所となっていることが原因と

考えています。散乱ゴミ、屋外排泄の問題は、早期解決に向けて対策を講じます。（追加） 

・反対意見はあったが、地元活用の場合は再開もありうるとした上で、H31.4休止した。 

・維持費の効果 H30：746千円 R元：196千円（55千円） 

 

＜他の公衆便所に比べて利用は多い＞ 

〇便所利用の多くは、休憩中のドライバーや由良川関連のレジャー等での利用と考えられ、本来目

的のもみじ公園への来訪者の利用は少ないと考えています。 

（汲取量の比較） 

もみじ公園（H30）27,162ℓ ※簡易水洗 

＞由良中央（R元）6,696ℓ＞越浜（R元）3,912ℓ＞喜多駅（R元）1,836ℓ、金引（H28-H30）1,140ℓ 

（公園整備の概要） 

・福祉施設の整備を希望する市民から、公園部分の 6,909㎡は H2.6寄付。 

・駐車場部分の 1,594㎡は H3.8買収 約 4,000千円 

・H3年度に公園造成 約 6,000万円 

・H4年度に修景施設、駐車場、便所等整備 約 10,800万円 

 

＜地域活性化＞ 

〇もみじ公園の駐車場や便所を、ドライバー等の休憩所の目的で、行政として維持する必要は無い

と考えています。公園全体の民間活用も含めて地元と協議しながら（追加）、有効な利活用の検

討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●上記を踏まえ、もみじ公園全体の民間活用の可能性も含めて、地域と協議しながら検討します。 

 なお、散乱ゴミ、屋外排泄の問題については、早期解決に向けて対策を講じます。 
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【再編方針書（案）】 

  

現行案 修正案 

 

⑥ 公園関係 

目標フェーズ１（概ね 5年以内の実施を目標） 

番号 施  設  名 
今後の対応方針 

方 針 内 容 

150 亀ヶ丘児童遊園（便所） 譲渡･除却 
児童遊園と同時に用途廃止し、児童遊園敷地と

セットで、現状のまま譲渡する方向で進める。 

151 安寿の里もみじ公園（便所） 譲渡･除却 

現在休止中であり、便所機能としては廃止す

る。もみじ公園全体の民間活用の可能性を検討

する。 

 

 

⑥ 公園関係 

目標フェーズ１（概ね 5年以内の実施を目標） 

番号 施  設  名 
今後の対応方針 

方 針 内 容 

150 亀ヶ丘児童遊園（便所） 譲渡･除却 
児童遊園と同時に用途廃止し、児童遊園敷地と

セットで、現状のまま譲渡する方向で進める。 

151 安寿の里もみじ公園（便所） 譲渡･除却 

現在休止中。もみじ公園全体の民間活用の可能

性も含めて地域と協議しながら検討する。な

お、散乱ゴミ、屋外排泄の問題については早期

解決に向けて対策を講じる。 
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宮津市公共施設再編方針書（案）の市の検討・結果及び修正案 検討項目 ⑥公衆便所 

主な意見  市の検討・結果 

 

＜金引の滝便所＞※R2.3 議会 全協質疑 

●金引きの滝トイレは除却する方針となっているが、これまで市として金引の滝をＰＲしてきて、

海外からの来客もある状況。 

●観光地として残す施設にメリハリをつけたり、下水化できないものはバイオマストイレを設置す

るなど別の観点はないのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜喜多駅前広場便所＞ 

●喜多駅前広場公衆便所は駅利用者が限定的であるため廃止となっているが、駅利用者だけでな

く、今福の滝の見学者や杉山のトレッキング客などにも広く利用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜金引の滝便所＞ 

〇現便所施設は、老朽化が著しく汲取り式のため、衛生面や安全面からも継続使用は困難と考えて

います。 

〇また、水洗化は、下水道本管から距離があり、多額の費用が掛かるため財政的に困難です。 

〇汲取り量も少なく、子どもや都会からの来訪者は利用していないと考えています。 

・金引の滝の利用者：観光客などＧＷ、夏休み期間中（特にお盆） ※通年開放 

・汲取量の比較： 

由良中央（R元）6,696ℓ＞越浜（R元）3,912ℓ＞喜多駅（R元）1,836ℓ＞金引（H28-H30）1,140ℓ 

・下水道本管から約 200ｍ ※下水道区域外 

・便所：汲取り式、小 2、大（和式）1 維持管理費（Ｈ30）56千円 

 

 

●上記を踏まえ、現便所施設は用途廃止し除却します。 

なお、地域振興上必要な場合は、今後の新たな管理のあり方について地元・関係者との協議を進

めます。（修正） 

 

 

＜喜多駅前広場便所＞ 

〇現便所施設は、駅利用者のために広場と一体的に整備されたものですが、駅利用者が非常に少な

い現状から、本来目的での継続使用は必要ないものと考えています。 

〇また、水洗化は、下水道本管から距離があり、多額の費用が掛かるため財政的に困難です。 

・乗車人員（R元）：喜多駅 151人/年 宮村駅 2,053人/年 

・下水道本管から約 280ｍ ※下水道区域外 

・便所：汲取り式、小 2、大（和式）1 維持管理費（Ｈ30）83千円 

・今福の滝、杉山トレッキング客などの集合場所で地域振興上必要な施設として地元要望。 

 

 

●上記を踏まえ、現便所施設は用途廃止し除却します。 

なお、地域振興上必要な場合は、今後の新たな管理のあり方について地元・関係者との協議を進

めます。（修正） 
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＜越浜海岸便所＞ 

●海水浴、釣り客等が畑や草むら等いたるところで用をたす状況に苦慮し、市に要望して公衆便所

が設置された。（清掃管理は自治会、維持管理費は市と取り決め） 

●廃止すれば、屋外排泄など地区の衛生状況の悪化が懸念される。 

●便所管理を行ってきた駐車場経営者等の高齢化しており、今後は地元管理が困難。 

●自治会が無償譲渡を受ける場合、観光客のみが利用するトイレの維持管理費を自治会で負担する

理解が得られない懸念がある。 

●公衆便所を廃止する場合は海岸での海水浴やキャンプ等を禁止し、違法駐車の取り締まりを強化

してほしい。 

市の観光資源を高齢化の進む自治会まかせとしている現状のみなおしをお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

＜由良中央公衆便所＞ 

●由良中央の公衆便所も利用は多い。 

●以前中央のトイレの改修を要望し、市も計画準備していたことからもみじ公園のトイレ閉鎖に賛

同した。２ヶ所とも廃止されると困る。 

●以前に中央トイレの改修を要望し、市も計画準備をしていたことから、もみじ公園トイレの閉鎖

に賛同した。これまでに市に要望書を出しているので確認されたい。 

 

＜越浜海岸便所＞ 

〇現便所施設は、夏季の海水浴シーズンに合わせて地元の島陰自治会の清掃協力のもと設置してい

ます。 

〇現便所施設は、汲取り式のため、衛生面や安全面からも継続使用は困難と考えています。 

〇また、水洗化は、浄化槽の設置が必要で、多額の費用が掛かるため財政的に困難です。 

・夏季の海水浴シーズンのみ開放（R2はコロナの影響で閉鎖） 

・市の指定海水浴場ではなく市の観光政策の観点からは不要 

・便所：汲取り式、小 3、大（和式）4 維持管理費（Ｈ30）43千円 

・浄化槽人槽の試算：便器の数 7基×16人＝112人槽 

・市と島陰自治会が清掃管理に関する覚書（H4.12）清掃は自治会、維持管理費は市負担。 

 

 

●上記を踏まえ、現便所施設は用途廃止し除却します。 

なお、地域振興上必要な場合は、今後の新たな管理のあり方について地元・関係者との協議を進

めます。（修正） 

 

 

＜由良中央公衆便所＞ 

〇夏季の海水浴シーズンの使用が多く、夏季は地元浜茶屋の清掃協力のもと設置しています。 

〇現便所施設は、汲取り式のため、衛生面や安全面からも継続使用は困難と考えています。 

○また、水洗化は、浄化槽の設置が必要で、多額の費用が掛かるため財政的に困難です。 

〇海岸沿いの府有の公衆便所の利用に加え、夏季は仮設トイレの増設で対応可能と考えています。 

・由良中央公衆便所から府有の公衆便所までの距離：約 490ｍ ※通年開放 

・夏季には仮設トイレ設置（H30）１基（R元はコロナ影響で未設置）※施設用地は民地 

・便所：汲取り式、小 4、大（和式）8 維持管理費（R元）478千円 

・近くにある府の公衆便所の浄化槽規模で 

概算整備費 30,000～50,000千円の試算 ※放流工事等は別途必要 

・近年の由良自治連要望の回答 

H27、28、30：トイレ改修等のあり方、時期等を検討する。 

R元、2：財政健全化を進める中で、当面の間施設改修は行わない。 

 

 

●上記を踏まえ、現便所施設は用途廃止し除却します。 

ただし、夏季の海水浴シーズンには仮設トイレを設置します。 
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【再編方針書（案）】 

 

現行案 修正案 

⑤ 公衆便所 

・公衆便所は、使用状況（使用量）を踏まえ、下水道接続済みまたは隣接道路で接続可能な公衆便所でかつ

利用の多い公衆便所は維持し、下水化等を実施する。 

・それ以外の公衆便所は、基本、廃止後に市で除却するが、地元管理を希望する場合は無償譲渡する。 

 

目標フェーズ１（概ね 5年以内の実施を目標） 

番号 施  設  名 
今後の対応方針 

方 針 内 容 

141 金引公園（便所） 譲渡･除却 

利用者が限定的であること、下水道本管から距

離があり水洗化には多額の費用が必要なこと

から用途廃止し除却する。ただし、地元管理で

継続を希望する場合は施設を現状のまま地元

へ無償譲渡する。 

142 喜多駅前広場公衆便所 譲渡･除却 

駅利用者の使用は限定的であること、下水道本

管から距離があり水洗化には多額の費用が必

要なことから用途廃止し除却する。ただし、地

元管理で継続を希望する場合は施設を現状の

まま地元へ無償譲渡する。 

143 越浜海岸公衆便所 譲渡･除却 

夏季のみの開放で利用者が限定的であること、

水洗化には浄化槽設置に多額の費用が必要な

ことから用途廃止し除却する。ただし、地元管

理で継続を希望する場合は施設を現状のまま

地元へ無償譲渡する。 

144 由良中央公衆便所 除却 

海岸沿いに府有の公衆便所（水洗化）があるこ

と、水洗化には浄化槽設置に多額の費用が必要

なことから用途廃止し除却する。ただし、夏季

の海水浴シーズンには仮設トイレを設置する。 

 

 

 

⑤ 公衆便所 

・公衆便所は、下水道接続済みまたは隣接道路で接続可能な公衆便所でかつ利用の多い公衆便所は維持し、下

水化等を実施する。 

・それ以外の公衆便所は、基本、廃止後に市で除却する。 

・なお、地域振興上必要な場合は、今後の新たな管理のあり方について地元・関係者との協議を進める。 

目標フェーズ１（概ね 5年以内の実施を目標） 

番号 施  設  名 
今後の対応方針 

方 針 内 容 

141 金引の滝便所 譲渡･除却 

利用者が限定的であること、下水道本管から距

離があり水洗化には多額の費用が必要なこと

から用途廃止し除却する。なお、地域振興上必

要な場合は、今後の新たな管理のあり方につい

て地元・関係者との協議を進める。 

142 喜多駅前広場公衆便所 譲渡･除却 

駅利用者の使用は限定的であること、下水道本

管から距離があり水洗化には多額の費用が必

要なことから用途廃止し除却する。なお、地域

振興上必要な場合は、今後の新たな管理のあり

方について地元・関係者との協議を進める。 

143 越浜海岸公衆便所 譲渡･除却 

夏季のみの開放で利用者が限定的であること、

水洗化には浄化槽設置に多額の費用が必要な

ことから用途廃止し除却する。なお、地域振興

上必要な場合は、今後の新たな管理のあり方に

ついて地元・関係者との協議を進める。 

144 由良中央公衆便所 除却 

海岸沿いに府有の公衆便所（水洗化）があるこ

と、水洗化には浄化槽設置に多額の費用が必要

なことから用途廃止し除却する。ただし、夏季

の海水浴シーズンには仮設トイレを設置する。 
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